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協賛企業：（株）成心設備、西関東開発（株）、（株）ウィルマート、（株）R&C、（株）フジコー、（株）渡辺工業所、甲府市管工事協同組合、（株）とちの木、（株）ACL、（株）エスティケイ

子どもの権利を守る「こども計画」策定のために

人権移動教室の授業を受けた子供たちの感想文が、裏面にてご覧いただけます。

9月21日は国連が定めた「国際平和デー」です。世界の停戦と非暴力の日
として、すべての国と人々に、この日一日は敵対行為を停止するよう働きか
けることを目的としています。世界でまだ戦争が続いている今、私たちは平
和を祈るしかありません。9月26日は「核兵器の全面的廃絶のための国際
デー」、10月2日は「国際非暴力デー」と続きます。このような国際デー
に合わせて、視野を広げて平和への関心を強くし、願うだけではなく、あら
ためて人権感覚を見直し、日頃の人権意識を高めることも必要です。

我が国で初めて、こどもの権利（人権）を守る理念を包括的に盛り込んだ「こども基本法」（※１）が令和４年６月に制定されてから、２年余
りが経ちました｡「こども基本法」では、1989年に国連総会において採択された「子どもの権利条約」（世界中すべての子どもたちが持つ
人権（幸せに生きる権利）について定めた条約）に基づき、以下の「４つの原則」を踏まえた基本理念を掲げています｡

① 差別の禁止 : すべての子どもは差別されず、権利が保障される。
② 子どもの最善の利益 : 子どもにとって最も良いことを第一に考える。
③ 生命、生存及び発達に対する権利 : すべての子どもの命が守られ、健全に成長できるよう支援される。
④ 子どもの意見の尊重 : 年齢や発達に応じて意見を表明し、参画できる機会が確保される

そして、これらの理念（目標）を政府や地方自治体の子育て施策にしっかりと反映させるため、政府は昨年12月に「こども大綱」を閣議決
定し、さらに今年6月には具体的なアクションプランである「こどもまんなか実行計画2024」を策定しました｡（※２）

「こども基本法」第10条（都道府県こども計画等）では、地方自治体は政府の「こども大綱」を勘案して子ども施策についての計画（こども
計画）を定める努力義務が課されています｡

山梨県（子育て支援局）も、それに向けて今年第1回目の「子ども・子育て会議」を開催し、山梨県こども計画（仮称）のあり方について審
議を行いました。今後、2回目の会議を9月中に、3回目の会議を12月中に開催して、年明けの1～ 2月には計画の素案を公表しパブ
リックコメントも経て、来年3月末には計画を策定する予定です。（※３）県内の多くの市町村も、国の「大綱」や本県の「計画案」等を踏ま
えて、本年度中に市町村版の「こども計画」を策定する予定です｡

その中で特に大切だと思うのは、こども基本法・第３条で規定された「こどもの意見表明権」の保障です。こども基本法における子どもの
意見表明は、主に国政や地方行政に子どもの声を反映することが目的と
なっています｡

しかし、子どもの権利条約における“子どもの意見表明”では、それだけでな
く、学校や家庭をはじめとするあらゆる場で、子ども自身が自由に意見を伝
えることができ、大人は子どもの意見に耳を傾け、その意見を尊重すること
が求められています。そのために重要な取り組みのひとつとして、子ども自
身が自らを“権利の主体”として認識できるよう、学校等において適切な“子
どもの権利教育”を実施していくことが、とりわけ大切だと思います。

今後の
予定

活動
報告

10月2日（水）甲府市庁舎にて、人権啓発講演会を開催します。人権啓発講演会
10月3日（木）甲府市立城南中学校にて、10月11日（金）甲府市立千塚小学校にて、10月18日（金）甲斐市立竜王中学
校にて、人権移動教室を開催します。

人権移動教室

9月5日（木）～18日（水）甲府市東
公民館、甲府市西公民館において、
人権啓発パネル展を開催しました。

人権啓発パネル展

9月3日（木）甲斐市立竜王西小学
校において、人権移動教室を開催し
ました。

人権移動教室

（※１）こども家庭庁「こども基本法
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

（※２）こども家庭庁「こども大綱の推進」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-taikou/

（※３）山梨県子ども・子育て会議
https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/kodomokosodatekaigi.html
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人権移動教室に参加した子どもたちの感想文をご紹介します。
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